
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２７年４月１日現在の人数（臨時講師は除く）である。
      ３　給与費計には臨時講師分が含まれている。
　　　４　括弧書きの値は臨時講師分を給与費計から除いたもので算出している。

（３）ラスパイレス指数の状況

(注）1　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算し

　　　た指数。

     2　平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値で

　　　ある。

※　平成２８年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇して

　いる場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み
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(26,805,836)(12,212,497)(70,251,359)

7,153

(6,758)

7,085

(109,269,692)

区　　分 歳 出 額

12,729,40873,902,307

住 民 基 本 台 帳 人 口

（28.1.1現在）

27年度

27年度

給　 料

Ａ

548,611,968

16,169

人

Ａ

千円千円

Ｂ／Ａ

28.4

％％

Ｂ 26年度の人件費率

実 質 収 支

（参考）都道府県平均

　　　　　千円 千円 千円

期末・勤勉手当

（参考）人 件 費 人 件 費 率

28.7

27,920,560

千円

（参考）一人当たり

千円

157,723,940

一人当たり給与費　　計　　　Ｂ職員手当

114,552,275

給与費 　B/A

人　

1,183,961 2,845,979

千円

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

(H25.4.1)

100.3
(H25.4.1)

99.3

(H26.4.1)

100.0
(H26.4.1)

99.9 
(H27.4.1)

99.8

（H27.4.1）

99.7 

（H28.4.1）

99.7 

（H28.4.1）

100.3 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

大分県 都道府県平均



（４）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　　実施　　　未実施　　］

　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国と同じく平均２％引下げ。激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日ま

　　　　で）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国と同様の見直しを実施済（本県内に支給対象地域はなし）

（実施時期）平成２７年４月１日

③その他の見直し内容

　管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施済み。（平成２７年４月１日実施）

（６）特記事項

特になし

　【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等
に取組むとされている。

区　　分

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員
     の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

0.10
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月
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（参考）

国　の　年　間勧　告
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0.17

（改定率）

％

年間支給月数

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
     パイレス比較した平均給与月額である。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２８年４月１日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

【給与水準の適正化の取組】

349,16923

の 類 似 職 種

427,057

336,552

用務員

－

平均給料月額
平均給与月額

57.3

386,579

守衛

362,615

9

－

平均給料月額

うち事務補佐 6,615,866

6,851,909

6,855,684

43.2

442,232329,937

60.6

46.0調理師

420,169

367,375

372,775

※民間（事務補佐は一般行政職との比較）

（国比較ベース）
平均給与月額

平均年齢

357,813

418,752

平均給与月額

(A) （国比較ベース）

241

職員数

-　　大分県

442,232 0.9443.0

うち守衛

50.4 －

3.26

330,689

417,534

公　務　員

区　　分

　○「事務補佐」とは…

(B)

－

346,331

393,161

346,219

449,837

329,358－

平均給与月額

国

2,195,600

公務員(C)

※本県では、これまで時代に合わなくなった現業業務の見直しを実施している。

うち用務員

参考

331,816

区　　分

410,984－43.6

大分県 43.0

108

都道府県平均

A／B
平均給与月額対応する民間

国

52.6

平　均　年　齢

うち事務補佐

13

351,119

平　均　年　齢

52.1

うち学校給食員

51.4

-

2,222,000

【業務の見直し】

※１８年４月１日から、給料表の水準を平均４．８％引下げる給与構造改革を実施している。

-

287,4472,876

－－

区　　分

うち運転手

13

55.7 359,865

60.7 384,623

432,358

53.4

うち用務員

353,192

365,224

-－

C／D

7,149,556

－

328,683

※現業業務の見直しにより過員となった技能労務職員については、「事務補佐」（※）として一般行政事務に従事しており、現業業務に
　は全く従事していないので、民間の同業職種との比較をすることは困難である。
　　したがって、比較対象職種は、同じ業務に従事する本県の「一般行政職員」としている。

※「事務補佐」のメリット
　　技能労務職員が一般行政分野の業務に従事することで、
　　 ①一般行政分野の定数を削減する効果がある。
  　 ②一般行政職よりも給与水準が低い技能労務職が、一般行政事務に従事することにより、総人件費を抑制する効果がある。
   　③「事務補佐」として一般行政事務での経験を積んだうえで、人事委員会が実施する準採用試験（行政職初級レベル以上）を
　　　　受け、行政職へ任用替えを実施しているので、行政職への一斉切替と違い不適応者の発生を回避できる。

1.90

171,800

-

-

2.52

2.10

2.69167,500

199,900

203,000

386,373

民間(D)

※参考（事務補佐は一般行政職との比較）

年収ベース（試算値）の比較

都道府県平均 24352.0

2.51

うち学校給食員 6,267,973 2.32

3.06うち守衛

　 　一般行政事務を行わせるために、全員を一斉に行政職に切り替える動きもあるが、能力検証が不十分なまま、公権力の行
　使も伴う行政職に切り替えることが妥当なのかどうかという問題があるため、能力実証ができるまでの過渡的な措置として、技
　能労務職員の身分のまま、一般行政事務を行う職。

2,706,400

6,790,959

55.2

※１７年４月１日から、給料表の水準を全国中位まで引下げる（約△１０％）とともに、給料表を通し号給制から職務内容に応じた５級制に
　移行。なお、新給料表への切替にあたっては、現給保障せずに１万円程度引下げたうえで切替を実施。

－

2,732,900

うち運転手

自家用乗用自
動車運転者

－　　大分県

0.97

362,610



　　　③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２８年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

 　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時
　　　　間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（２）職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

技能労務職

小・中学校教育職

376,532

－

382,838

301,500

353,145

経験年数２５年

平均給料月額 平均給与月額

409,887

378,070

371,745

－ －

429,568

405,866385,642

－

389,150

356,824

338,418

412,774

423,450

429,649

－

352,771

－

大　学　卒

平均年齢

－

大　分　県

320,757

166,700

371,411

－

－

－

459,60338.5

396,647

399,855

高　校　卒

高　校　卒

321,179

404,213

283,319

－

352,258

経験年数２０年

183,300

450,462

302,366

204,700

444,555

414,470

経験年数３０年

305,822

－
高等学校教育職

平均年齢

大分県

339,766

387,951

大　学　卒

大　学　卒

中　学　卒 －

257,659

高　校　卒

高　校　卒

253,509

大　学　卒

都道府県平均

国

149,000

－

高 等 学 校 教 育 職

38.7

315,764

大分県

144,600

41.3

平均給与月額

364,549

区　　分

高　校　卒

高　校　卒

－

大　学　卒

大　学　卒

大　学　卒

169,900

一般行政職

区　　　         分

－

経験年数１０年

大　学　卒

警 察 職

高　校　卒

高　校　卒

－

311,096

小・ 中学 校教 育職

218,680

中　学　卒

高　校　卒

426,543

－

高　校　卒

44.8

一 般 行 政 職

43.2

379,204

都道府県平均 421,596

警　察　職

（国比較ベース）

176,700

144,600

国

205,200

368,050

351,574

－

202,400

159,800

433,585

区　　　分

技 能 労 務 職

204,700

大分県 46.7

区　　分

都道府県平均

区　　分

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

47.0

平均給与月額平均給料月額

442,303



３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２８年４月１日現在）

（注）１　大分県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

467,400円

259,900円

317,000円

383,000円

286,200円 392,800円

443,700円

409,000円3.6%

361,300円

190,200円 303,000円

8.5%

6.2%

246,100円

最高号給の
給料月額

885人

1.4%56人

30.2%

構成比職員数

3.6%

425人

330人

17人

１　本庁の審議監又は局長の職務
２　参事監の職務
３　困難な業務を行う地方機関の長の職務

１　本庁又は委員会等の事務局の課長（本庁
の所長又は室長を含む。以下同じ。）、総務企
画監又は参事の職務
２　地方機関の次長の職務
３　地方機関の部長、室長、総務企画監又は
参事の職務

1.4% 0.4%

406,900円

457,200円0.4% 526,300円

主査又は主任の職務

８　　級

22.5%

６級３級

９　　級

240人

10.1%

１級 ２級

７　　級

６　　級

7.3%

22.8%

16.0%

7.7%

621人

１　本庁の部長又は会計管理者の職務
２　理事の職務
３　委員会等の事務局の長の職務

22.8%

４　　級

７級

30.2%H２８ 10.9%

９級

16.0%

0.1%

24.8% 1.1%

３　　級

標準的な職務内容

１　主幹又は副主幹の職務
２　困難な業務を行う主査の職務
３　地方機関の課長の職務

5.8%4.0%

348,800円226,400円

１号給の
給料月額

10.9%
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主事又は技師の職務

140,100円１　　級

区　　分

５年前

7.1%

28.9%

１年前 0.2%16.8%

８級

23.8% 6.6% 1.0%

５　　級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

２　　級

1.9%

５級

6.2%

1,175人

１　困難な業務を行う本庁又は委員会等の事
務局の課長、総務企画監又は参事の職務
２　地方機関の長の職務
３　困難な業務を行う地方機関の次長の職務
４　困難な業務を行う地方機関の部長、室長、
総務企画監又は参事の職務

8.5%

１　課長補佐（室長補佐を含む。以下同じ。）の
職務
２　困難な業務を行う主幹の職務
３　困難な業務を行う地方機関の課長の職務

４級

140人

30.3%

１級 8.5% １級 7.7%
１級 4.0%

２級 10.9% ２級 10.1%

２級 7.3%

３級 16.0% ３級 16.8%
３級 22.5%

４級 30.2% ４級 30.3% ４級 28.9%

５級 22.8% ５級 24.8%
５級 23.8%

６級 3.6% ６級 1.9% ６級 5.8%

７級 6.2% ７級 7.1% ７級 6.6%８級 1.4% ８級 1.1% ８級 1.0%

９級 0.4% ９級 0.2% ９級 0.1%

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２８年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比



（２）昇給への勤務成績の反映の状況

イ　人事評価を実施した

　 　標準に加え、上位及び下位の区分も適用

　標準に加え、上位の区分も適用

　標準に加え、下位の区分も適用

　標準の区分のみ適用

ロ　人事評価を実施していない

４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円　

（２７年度支給割合） （２７年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役 職 加 算：５%～２０% 役 職 加 算：５%～２０%

管理職加算：１０% 管理職加算：１０%～２５%

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】　勤勉手当への勤務成績の反映状況　（一般行政職）

イ　人事評価を実施した

　 　標準に加え、上位及び下位の区分も適用

　標準に加え、上位の区分も適用

　標準に加え、下位の区分も適用

　標準の区分のみ適用

ロ　人事評価を実施していない

（２）退職手当（２８年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給 なし )

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した職員に支給された平均額である。

20.445

1.6

定年前早期退職特例措置（２～４５%加算）定年前早期退職特例措置（２～４５%加算）

国

49.5900

29.145

49.590 49.5900

20.445

大分県

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　　応募認定・定年

（1.45） (0.75)

41.32549.5900

6,561 23,293

29.145

41.325

○

25.55625

49.5900

2.6

34.5825

49.590

25.55625

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　     応募認定・定年

大分県

－

2.6

（0.75）

1.6

１人当たり平均支給額（２７年度）

国

大分県 国

○

34.5825

1,688

平成28年4月2日から平成29年4月1日
までにおける運用

○

○

（1.45）

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

一般職員特定管理職員一般職員管理職員

○

○ ○

○

平成28年度中における運用
大分県 国

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員



（３）地域手当

（２８年４月１日現在）

千円

　 円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

平　均　支　給　率 ％ ％

（４）特殊勤務手当（２８年４月１日現在）

支給実績（27年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 　 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 　 ％

手当の種類（手当数）

＊詳細は別紙参照

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数） ( 99.7 )

99.7

1 0

（注）１　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で
        支給したと仮定した場合の加重平均の支給率である。

国の制度（支給率）

20

支給率支給対象地域

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現
　　　在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であ
　　　り、短時間勤務職員を含む。

石巻市 1.5

2720

支給実績（27年度決算）

福岡市 10

3 2

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算） 594,204

東京都特別区

支給職員１人当たり平均支給年額（26年度決算）

16,839

191,447

28.1

535

29,710

支給対象職員数

16

10

16 9

0

3

16.3

0

－

      ２　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国
　　　　家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて
　　　　補正したラスパイレス指数。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋
　　　　国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

支給職員１人当たり平均支給年額（27年度決算）

6

43

3,304,030

大阪市

15.9

太宰府市

6

支給実績（26年度決算）

869,169

3,516,201

499

支給実績（27年度決算）

      ３　仙台市と石巻市については、東日本大震災に係る宮城県の復旧事業等に従事
        する派遣職員の取扱に関する協定により、宮城県の関係規定に基づいて支給し
        ている。

県内全市町村

仙台市 4.5 3



（６）その他の手当（２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

175,984千円

442,067

208,714

294,704

322,497

285,091

同 千円

2,349,740

特地手当

へき地手当

住居手当

単身赴任者に対して
月額３０，０００円（距離加算あ
り）

初任給調整手当 1,079,742

千円

716,593

千円

同

宿日直手当

同

単身赴任手当

同

千円

１／２加算
通勤手当

327,558

一部異なる
交通機関、交通用具利用者に
対して支給。
（２，５００～５５，０００円）

医師のうち採用による欠員の
補充が困難であると認められ
る職で人事委員会規則で定め
るもの。
月額　最高　月額367,600円

管理職手当

（27年度決算）

支給職員１人当たり
手　当　名 平均支給年額

220,30026,436

75,378

666,952 千円

管理職手当を受給している職員が休日
等において、臨時又は緊急の業務のた
め勤務した場合に支給。
２，０００円～１２，０００円

義務教育等教員特別手当

小学校、中学校、高等学校、
盲学校、ろう学校及び特別支
援学校に勤務する教員に対し
級号給に応じて支給。

249,942

内容及び支給単価
国の制度と

の異同
国の制度と
異なる内容

宿日直を命ぜられた職員に対
して支給。
（1回につき4,200円～20,000
円）

千円

74,470

255,655

千円

管理職員特別勤務手当

66,944

20,352

同

76,982

高等学校で農業、水産、工業
に係る産業教育に従事する
教員に対して支給。
５／１００以内

交通条件及び自然的、経済的
文化的諸条件に恵まれない山
間地、離島その他の地域
に所在する小中学校に勤務
する職員に対し支給。
６／１００～２２／１００

千円

扶養親族のある職員に対して
支給。
（配偶者１３，０００円、配偶者
以外６，５００円）

扶養手当

千円

千円

1,107,136

千円

千円

同

高等学校で、定時制又は
通信制の課程を行う校長又は
教員、実習助手に対し支給。
5/100・3/100
4/100・2/100   （管理職手当
受給者）

支給実績
（27年度決算）

産業教育手当

2,123,978

同

月額１２，０００円を超える家賃
を支払っている職員に対して
支給。　（２７，０００円上限）

人事委員会が指定する
管理職に対して支給（定額）

同

千円

離島その他の生活の著しく
不便な地に所在する公署に
勤務する職員に対し支給。
４／１００～１２／１００

4,383

農林水産業者に対して普及指
導を行う職員又は調査研究を
行う職員に対し支給。
８／１００

62,887

定時制通信教育手当

1,246,359

198,488

111,398

333,556

農林漁業普及指導手当



別紙

違反犬の捕獲等

31千円

千円

140千円

901千円

58千円

千円

189千円

千円

100千円

消防訓練補助業務手当 消防学校職員
消防学校の教育訓練の基準に定める教育訓練
の補助業務

9千円

40千円

105千円

千円

狂犬病予防作業手当

千円

379千円

1,032千円

109千円

33千円

920千円

124千円

518,320千円

74,396千円

千円

1,135千円

284千円

１日580円

3,315千円

435千円

152千円

9千円

21千円

4,037千円

学校職員

警察手当 警察職員 犯罪予防及び捜査等

479千円

35千円

1,105千円

959千円

63千円

17千円

災害応急作業手当

1千円

千円

172千円

2,434千円

1,636千円

134千円

1日380円（牛のと殺 1日760円）

技能労務職員

警察職員

伝染病防疫作業手当
家畜保健所等職員

家畜伝染病のまん延を防止するために行うと殺
作業等

1日380円（牛のと殺 1日760円）

1日230円

農業大学校等職員

危険現場作業手当 土木事務所等職員 危険を伴う現場での業務 1日230円

１体300円

1日230円

動物死がい処理等手当 土木事務所職員
動物の死がい処理等の応急措置若しくは緊急対
応の業務等

実技指導補助手当 実習生等の実技指導の補助

1日200円

通信教育添削指導等手当 学校職員 通信教育の添削指導等 1月4,000円～6,000円

夜間実習手当 高校学校職員
畜産、農産物加工その他実習に関する業務に
夜間宿泊して従事した場合

１夜　5,900円

１時間　1,300円以内

介護業務従事手当 特別支援学校職員 児童又は生徒の介護業務に従事した場合 １日250円

1日1,400円～8,000円

入学者選抜事務手当 学校職員 週休日等に入学者選抜事務に従事する場合 １時間　400円以内

教育業務連絡指導手当

漁獲手当 海洋科学高校職員
練習船における漁業実習の指導業務に従事す
る場合

漁獲物売払金額から販売手数料を差し引いた額の20%以内

危険物取扱手当 農業高校職員
有毒農薬を使用して行う農作物等の害虫防除作
業

1日290円

県立盲学校職員

夜間定時制勤務手当 定時制高校職員
高等学校の夜間定時制課程に本務として勤務
する場合

教育職員以外の職員　１日200円

実習船指導教官手当 海洋科学高校職員 練習船に乗り組んで行う指導業務 遠洋漁業実習1日5,100円　それ以外1日1，700円

１日100円

航空機搭乗作業手当 廃棄物対策課等職員 航空機に搭乗して行う作業 １時間1,900円

犯罪捜査等従事手当　１日560円　等

多学年学級手当 学校職員 多学年学級における授業又は指導 1日290円

222,270千円

公害防止手当 保健所等職員 公害関係法規に基づく工場等への立入検査等 １日230円

土木事務所等職員
重大な災害の発生した箇所若しくは発生するお
それの著しい箇所で行う応急作業等

巡回監視１日３５０円　応急作業等１日５３０円

災害応急手当 土木事務所等職員
重大な災害の発生した箇所若しくは発生するお
それの著しい箇所で行う応急作業等

巡回監視１日350円　応急作業等１日530円

保健所等職員 狂犬病の予防注射、咬傷犬の検診等 1日350円

し尿処理施設検査手当 保健所等職員 し尿処理施設の検査作業

1日350円

用地交渉手当 土木事務所等職員
公共用地の取得等に係る所有者及び権利者と
直接面接して行う交渉

１日580円

社会福祉業務手当 こども・女性相談支援センター等職員 社会福祉業務の補助業務 1日290円

保健所等職員

1日230円

用地交渉手当 土木事務所等職員 １日580円

漁業取締手当 漁業管理課職員

公共用地の取得等に係る所有者及び権利者と
直接面接して行う交渉

漁業関係法規違反の疑いがある船舶に係る海
上で行う漁具等の検査、被疑者の検挙等

１日500円

1日290円

家畜等取扱手当 畜産研究部等職員 特に危険を伴う種畜の取扱い 1日230円

伝染病患者等の救護又は伝染病菌が付着した
物件の処理作業等

1日290円

危険物取扱手当 農業大学校等職員
有毒ガスの発生を伴う化学分析又は有毒農薬を
使用した農作物の害虫駆除

直腸検査補助手当

保健所等職員

畜産研究部等職員 家畜の直腸検査の補助作業

伝染病防疫作業手当
家畜保健所等職員

家畜伝染病のまん延を防止するために行うと殺
作業等

土木事務所等職員 特殊建設現場における危険の伴う作業

潜水作業 1時間　310円～1,500円（潜水深度に応じる）

1日290円～600円

水産試験場等職員

保健所等職員 社会福祉業務

1日230円～270円

1日290～300円

家畜等取扱手当 保健所等職員 と畜検査、食鳥検査及び家畜の直腸検査等 1日230～680円

狂犬病予防作業手当

特殊現場作業手当

1日290円

潜水作業手当

保健所等職員 精神障害者等の家庭訪問指導等

社会福祉業務手当

担当兼務手当 高校学校職員
全日制課程の職員が定時制課程の教科を担任
して従事する場合等

災害時緊急作業・修学旅行等指導手当 学校職員
非常災害時等の緊急業務又は修学旅行等の指
導業務

学校職員
教務その他の教育に関する業務についての連
絡調整及び指導助言

細菌検査、放射線作業手当 保健所等職員
病理細菌検査又は人体へ放射線を照射する作
業

１日650円

理療科手当 理療に関する実技の教育指導に従事した場合

危険物取扱手当 消防保安室等職員
火薬類取締法等に規定する検査、有毒ガスの発
生を伴う化学分析等

精神障害者訪問指導等手当

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

税務手当 県税事務所等職員 県税の賦課徴収事務 １日600～700円

一般職員

支給実績（２７年度決算）

22,329千円

保健所等職員
伝染病患者等の救護又は伝染病菌が付着した
物件の処理作業等

1日290円

消防訓練手当 消防学校職員 消防学校の教育訓練の基準に定める教育訓練 1日720円

手当の名称 主な支給対象職員



５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

退職又は任期満了時

退職又は任期満了時

 　       

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期 （４年＝４８月）勤め
　　た場合における退職手当の見込額である。

議 員

報

酬

副 知 事

1,201,320知 事

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

978,120

備　　　　　考

副 知 事

　　（27年度支給割合）知 事

議 員

議 長

17,847,955給料×在職月数×０．３８

副 知 事

給料×在職月数×０．５７ 33,525,477
退
職
手
当

給

料

知 事

3.15

　　（27年度支給割合）

期
末
手
当

3.15

副 議 長

議 長

副 議 長

971,000

861,000

区 分

778,000



６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由
　

（注）１　職員数は一般職に属する職員数であり、不測の退職等による欠員を含む。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

　　　３　数値は平成27年は５月１日現在のもの、平成28年は４月１日現在のものである。

（２）年齢別職員構成の状況（平成２８年４月１日現在）

　

（注）職員数は総務省定員管理調査の結果（実員ベース）によるもので、上記（１）の数字と異なる。
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（３）職員数の推移

（単位：人・％）

　　　　　　　　　年　度
部門別

２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年

一般行政 3,811 3,762 3,773 3,790 3,804 3,807 ▲ 4 (▲ 0.1)

教育 10,244 10,203 10,088 10,010 9,981 9,938 ▲ 306 (▲ 3.0)

警察 2,367 2,354 2,364 2,386 2,384 2,393 26 (1.1)

普通会計計 16,422 16,319 16,225 16,186 16,169 16,138 ▲ 284 (▲ 1.7)

公営企業等会計計 769 746 733 742 755 749 ▲ 20 (▲ 2.6)

総合計 17,191 17,065 16,958 16,928 16,924 16,887 ▲ 304 (▲ 1.8)

（注）職員数は総務省定員管理調査の結果（実員ベース）によるもので、上記（１）の数字と異なる。

過去５年間の
増減数（率）


